
 

 

 

 

 
 

令和２年６月１０日 

住宅局建築指導課 
 
 

ＩＴを活用した建築士法に基づく 

重要事項説明の社会実験を実施します 
 
 
 

テレビ会議等のＩＴを活用して重要事項説明を行う「ＩＴ重説」について、中長期的

な在り方について、検証を行うために社会実験を行います。 
     

 

建築士法に基づく重要事項説明については、設計受託契約等の前に建築士から建築主に対

し、重要事項を記載した書面を交付して行われます。 
本制度については、従来、対面による説明を行うことを前提に運用されてきましたが、新

型コロナウイルス感染症対策のため、５月１日付通知において、当面の暫定的な措置とし
て、対面ではないＩＴ重説についても、建築士法に基づく重要事項説明として扱うことと
していました。 
今般、IT 重説について、従来の重要事項説明と建築主へ提供される情報の的確性等の点

で同等の水準が確保されると想定される説明に係るルールを整理したうえで、当該ルール
に沿った重要事項説明を、まずは検証プロセスについての一定の第三者性が確保された建
築士事務所、関連事業者等から構成される関連団体による社会実験という形で試行し、検
証することとしました。 

 
社会実験を実施する団体の公募は、本年６月１０日～６月３０日に実施いたします。提

案にあたっては、別紙の応募要領等をご覧ください。 
 
※本期間終了後も、社会実験の実施への応募の受付は継続いたしますが、実施期間が短い
ケースは登録を行わないことがある点に留意ください。 

 

本社会実験の検証結果の内容については、今後の中長期的な IT重説の在り方について有
識者等の間でご議論等頂く際の資料等として活用することを予定しております。 
 

【問い合わせ先】 
国土交通省 住宅局 建築指導課 課長補佐 田伏、係長 糸山 
ＴＥＬ 03-5253-8111 (内線 39-520、39-539)、03-5253-8513（直通） 
ＦＡＸ 03-5253-1630 


